
兵庫県教育委員会播磨東教育事務所の 

後援名義の使用許可等に関する要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、教育、学術、文化及びスポーツの振興を目的として実施する

事業に対して援助奨励するため、兵庫県教育委員会播磨東教育事務所の後援名義

（以下「後援名義」という。）の使用許可及び兵庫県教育委員会播磨東教育事務所

長賞（以下「播磨東教育事務所長賞」という。）の授与に関して必要な事項を定め

るものとする。 

 

 （後援名義の許可基準） 

第２条 後援名義の使用の許可は、国若しくは地方公共団体若しくはこれらに準ず

るもの又は社会教育、スポーツ、文化等に関する団体が主催する事業に対して行

うものとする。ただし、当該事業が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、この限りではない。 

(１) 教育の目的を侵害する恐れのあるもの 

(２) その事業の性質又は規模等により勘案して教育効果の著しくないもの 

(３) 営利を目的とすると認められるもの 

(４) 政治活動、宗教活動等にかかわりがあると認められるもの 

(５) 団体の組織、責任者及び開催場所の明確でないもの 

(６) その他これらを後援することが不適当と認められるもの 

 

 （申請手続） 

第３条 後援名義の使用許可の申請をする場合は、兵庫県教育委員会播磨東教育事

務所後援名義使用申請書（様式１）又は次に揚げる事項を説明し得る申請書を播

磨東教育事務所長あて提出するものとする。 

(１) 事業の名称 

(２) 趣旨（目的、内容、規模、範囲等） 

(３) 日時、期間 

(４) 実施場所 
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(５) 主催者名 

(６) 実施責任者の職氏名及び連絡先 

(７) 他の後援（協賛）依頼先 

(８) 参加対象者（資格、部門、公募規程等）及び参加予定者数 

(９) 入場料、出品料、参加費等の徴収の有無及び額 

(１０) その他許可を受けるのに参考となる事項 

 

 （播磨東教育事務所長賞の授与） 

第４条 兵庫県教育委員会播磨東教育事務所の後援事業又はこれに相当する事業で、

主催者からの申請に基づき、播磨東教育事務所長賞を授与することができる。ま

た必要に応じて副賞を添えることができる。ただし、これらに関する経費は、原

則として主催者の負担とする。 

 

 （播磨東教育事務所長賞の申請） 

第５条 播磨東教育事務所長賞の授与を申請する場合は、第３条の申請書とともに、

播磨東教育事務所長賞授与申請書（様式２）又は次に掲げる事項を説明し得る申

請書を播磨東教育事務所長あて提出するものとする。 

(１) 事業の名称 

(２) 授与する賞の数 

(３) 授与予定年月日 

(４) 授与を受ける者の審査基準 

(５) 他から受ける賞の名称及び内容等 

 

 （申請者への通知） 

第６条 申請者への後援名義の使用許可及び播磨東教育事務所長賞授与の許可の回

答は、様式３、様式４、様式５及び様式６により行うものとする。 

 

 （許可の取消） 

第７条 後援名義の決定後において第２条に定める基準に反する事項が生じた場合

は、後援名義の使用を取り消し、以降その関係団体等の事業については後援名義
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の使用許可は行わないものとする。なお、播磨東教育事務所長賞の取扱いについ

ても同様とする。 

 

 （実施報告書等の提出） 

第８条 後援名義使用許可及び播磨東教育事務所長賞の授与の許可を受けた者は、

当該事業終了後、速やかに実施報告書（様式７）又は、授与報告書（様式８）に

関係資料を添えて播磨東教育事務所長あて提出するものとする。 

 

 （後援名義使用許可等の決定） 

第９条 第３条及び第５条に基づく申請事務の決裁は、原則として所長決裁とする。 

 

第１０条 この要領で処理しがたい事項については、所長が決定するものとする。 

 

 （附則） 

  この要領は、平成 27 年４月１日から実施する。 

  この要領は、令和４年５月 19 日から実施する。 
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